
議案第４２号 

壱岐市行政組織条例の一部改正について 

壱岐市行政組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和６年９月５日提出 

壱岐市長 篠 原 一 生 

（提案理由） 

市長の権限に属する事務分掌について見直しを行い、行政ニーズへの対応と

より効率的な行政運営を図るため、所要の改正を行うものである。 



   壱岐市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市行政組織条例（平成２３年壱岐市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第２条第１号ウを次のように改める。 

  ウ 総合計画に関すること。 

 第２条第２号ア中「調整」の次に「（総合計画を除く。）」を加え、同号中

クをコとし、イからキまでをエからケまでとし、アの次に次のように加える。 

  イ 市民協働に関すること。 

  ウ エネルギー政策に関すること。 

 第２条第３号イ中「社会福祉」の次に「（高齢者福祉を除く。）」を加え、

同条第４号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次に次のよ

うに加える。 

  イ 高齢者福祉に関すること。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

 



議案第４３号 

 

   壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について 

 

 壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

壱岐市長 篠 原 一 生   

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

外国人の保護に関する事務について、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の改正により明示の必要性が喪失したた

め、所要の改正を行うものである。 



壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

 

壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年壱岐市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１の２の項を削り、同表の３の項を同表の２の項とする。 

別表第２の２の項を削る。 

 

附 則 

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第４４号 

 

 

   壱岐市へき地保育所設置条例の一部改正について 

 

 

 壱岐市へき地保育所設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和６年９月５日提出 

 

 

壱岐市長 篠 原 一 生 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

令和７年３月３１日をもって壱岐市立柳田保育所、壱岐市立志原保育所を閉

所するため、所要の改正を行うものである。 

 

 



 

 

壱岐市へき地保育所設置条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市へき地保育所設置条例（平成１６年壱岐市条例第１２１号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条の表壱岐市立柳田保育所の項、壱岐市立志原保育所の項を削る。 

  

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 



議案第４５号 

 

   壱岐市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 壱岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

壱岐市長 篠 原 一 生   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）のうち、国民健康保険被保険

者証（健康保険証）の廃止に関する改正規定（同法第１０条）の施行期日が令

和６年１２月２日と定められたことに伴い、所要の改正を行うものである。 



   壱岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市国民健康保険条例（平成１６年壱岐市条例第１３６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第４条第２号中「児童のうち」を「児童であって、」に改める。 

 第５条第３号中「以降」を「以後」に改め、同条第４号を次のように改める。 

 (4) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）

第４２条第１項第４号の規定が適用される者である場合 １０分の３ 

 第９条第１項中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」

という。）第７２条の５」を「法第７２条の５」に改める。 

 第１３条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又

は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれ

に応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、令

和６年１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０

号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの

条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 



議案第４６号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 
 

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

壱岐市長 篠 原 一 生   

 

記 

 
１ 公の施設の名称及び位置 
  名称 壱岐市ケーブルテレビ施設 
  位置 壱岐市郷ノ浦町本村触６８４番地１ 
 
２ 指定管理者 
  熊本県阿蘇郡高森町大字高森９８０－８ 
  光ネットワーク株式会社 
  代表取締役 河部 祐司 
 
３ 指定期間 
  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
 
 
 
（提案理由） 
 壱岐市ケーブルテレビ施設の指定管理者を指定するため、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとす

るものである。 
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（財源調整）

（財源調整）
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（単位：千円）

１． 普 通 債 18,650,281 17,874,228 2,641,000 2,393,861 18,121,367

(1) 総 務 104,203 142,710 111,600 9,098 245,212

(2) 民 生 49,689 47,929 104,300 3,465 148,764

(3) 衛 生 0 120,600 139,500 0 260,100

(4) 農 林 水 産 731,904 724,822 79,000 118,889 684,933

(5) 商 工 92,700 82,203 0 10,965 71,238

(6) 土 木 512,936 529,962 289,100 53,792 765,270

(7) 公 営 住 宅 1,073,182 1,202,278 132,900 46,279 1,288,899

(8) 消 防 166,484 237,316 58,700 22,265 273,751

(9) 教 育 810,077 773,678 78,400 76,387 775,691

(10) 辺 地 1,835,672 1,794,836 331,500 259,710 1,866,626

(11) 過 疎 6,918,767 6,942,762 1,316,000 782,723 7,476,039

(12) 合 併 特 例 6,354,667 5,275,132 0 1,010,288 4,264,844

２． 災 害 復 旧 債 656,967 592,930 18,000 86,374 524,556

(1) 補 助 251,062 230,195 6,000 37,314 198,881

(2) 単 独 405,905 362,735 12,000 49,060 325,675

３． そ の 他 5,836,352 5,327,349 48,000 497,233 4,878,116

(1) 臨時財政対策債 5,801,328 5,296,703 48,000 492,855 4,851,848

(2) 減 収 補 填 債 35,024 30,646 0 4,378 26,268

(3)
臨 時 税 収
補 填 債 0 0 0 0 0

25,143,600 23,794,507 2,707,000 2,977,468 23,524,039

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

合 計

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額
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